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令和２年度国民健康保険事業費特別会計の決算等及び 

保険料水準の統一に向けた令和３年度の取組状況について 

 
１ 要旨・目的 

令和２年度の決算状況及び各市町の保険料収納実績並びに保険料水準の統一に向けた令和３年度の

取組状況を報告する。 

 

２ 現状・背景 

(1)県単位化による国保財政運営 

   市町運営で行ってきた国民健康保険制度は，財政基盤が弱く，多額の補填を法定外の一般会計から 

の繰入で行うなど，単独での制度維持が困難となっていたことから，法改正や国費による財政措置の 

拡充を行うとともに，平成 30年度からの県単位化により，県に国民健康保険事業費特別会計を設置し， 

財政運営を担う責任主体となった。 

(2)保険料率の統一に向けた取り組み 

被保険者が負担する保険料（税）については，「負担の見える化」（＝毎年度，県が示す標準保険 

料率を参考に，市町は料率を決定）とともに，被保険者が県内のどこに住んでも同一の料率となる 

「負担の公平性」（＝統一保険料率）を図ることとしている。 

そのために，まず，平成 30年度から６年間の激変緩和措置期間※終了後には，統一保険料率をベー

スに市町ごとの収納率を反映した「準統一の保険料率」を実現し，その後，収納率が市町間で均一化

したと見なされる段階で，完全な統一保険料率を目指すこととしている。＾ 
※激変緩和措置期間中の市町の取組等 

激変緩和措置期間中（H30～R5）は，保険料の統一を目指す中で被保険者の保険料負担が急増しないよう，各市町の政策

判断により，基金等の自己財源を活用しながら，保険料率の決定を行うことが可能な仕組みを設けている。また，算定方

法の統一（資産割の廃止）や応益割合（平等割額・均等割額）の変更に伴う緩和調整を計画的に行うこととしている。 

＾ 

３ 概要 

(1)対象者 

国民健康保険被保険者及び保険者 

 

(2)事業内容（実施内容） ※詳細別紙 

ア 令和２年度国民健康保険事業費特別会計の決算等について 

項 目 概   要 備 考 

決算の概要 
歳 出：2,370 億円 (最終予算比▲3.8%〔93億円減〕） 
歳 入：2,512 億円 (最終予算比＋2.0%〔48億円増〕） 
剰余金： 141 億円 (令和２年度分 95 億円，過年度分 46 憶円） 

剰余金については，国庫支
出金等の返還や後年度の保
険料の引下げの財源として
活用 

基金等の自己財源
を充当した市町 

充当市町数： ７市町（R1決算時 14市町） － 

イ 保険料率の統一に向けた令和３年度各市町の取組状況について 

項 目 概   要 備 考 

各市町の保険料率
の設定状況 

県が示す市町村標準保険料率に比べ， 
・応能〔所得割率〕が高い 
・応益〔均等割額，平等割額〕が低い(昨年度と同様の傾向) 

保険料率を据置いた市町 
３年連続：府中町，坂町 
２年連続：熊野町，世羅町 
１年：神石高原町 

基金等の自己財源
充当見込の市町 

充当見込市町数： ８市町  （R2賦課時 ９市町） － 

赤字削減・解消計
画の取組状況 

該当３市町のうち，２市町（三次市，大崎上島町）が，令和２
年度をもって赤字解消 

１市町(広島市)は，令和５
年度末までに赤字解消見込 

 

(3)スケジュール  

 ― 
 

(4)予算額（一部国庫） 

 234,352,859千円 

令和３年９月 22日 

課 名 健康福祉局国民健康保険課 

担当者 課長 辰巳 

内 線 3217 
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１ 令和２年度国民健康保険事業費特別会計の決算等について 

（１）決算の概要（詳細は別紙‐①のとおり） 

最終予算から，歳出は 93億円の減，歳入は 48億円の増となり，141億円の剰余金が生じた。 

このうち令和２年度分の剰余金については 95億円（過年度分は約 46億円）となっており，この中か

ら令和２年度分国庫支出金等の返還や，急激な給付費の増加や後年度の保険料の引下げの財源として活

用する。 

 

 ○ 歳出（▲93億円） 

  ・ 医療給付費等の減（▲26億円） 

    被保険者数の見込減等に伴い，医療給付費等が減少となった。 

  ・ 市町への交付金等の減（▲7億円）  

    市町の事業実施や財政事情に応じて交付する交付金等が見込減となった。 

  ・ 予備費の減（▲58億円） 

    保険給付費等の上振れに対応するため計上していた予備費を使用しなかった。 

 

 ○ 歳入（＋48億円） 

  ・ 国庫支出金の増（＋50 億円） 

医療給付費の財源となる国からの公費について，都道府県に可能な限り財源不足が生じないよう，

国の予算に応じて実際の負担相当額以上に交付されたこと等から，約 50億円の増加となった。 

  ・ その他，給付費等の歳出減に応じた歳入の減（▲2億円） 

 

 

【参考】国民健康保険事業費特別会計における予算・決算等の流れ 

 ○ 国保特会における歳入は，主に国等からの公費と，市町からの納付金（保険料等）からなり，保険給付

費等の見込減により，これら歳入に余剰が発生し，剰余金となる。 

○ 剰余金のうち，公費分は翌年度等に精算が行われ，その償還財源となり，保険料等の自主財源分は，被

保険者の保険料負担の軽減を図るため，後年度の保険給付費（予備費含む。）の財源となる。 

 

当年度予算 
(歳出)  保険給付費等 その他 

(歳入)  国等からの公費 市町納付金（保険料等） その他 

           

当年度決算 
(歳出)  見込減 保険給付費等 その他 

(歳入)  余剰 国等からの公費 余剰 市町納付金(保険料等) その他 

  

精算        

  

翌年度予算 
(歳出) 償還金 

保険給付費 

(予備費) 保険給付費等 その他 

(歳入) 繰越金 国等からの公費 市町納付金（保険料等） その他 

  ↓ ※翌々年度の保険料算定状況等を踏まえ，必要額を保険料の引き下げ財源として充当 

翌々年度の保険料        

  

別紙 
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（２）保険料収納必要額に対する保険料収納実績額を踏まえ，基金等の自己財源を充当した市町一覧 

   平成 30年度から６年間の激変緩和措置期間中は，各市町の政策判断等により，基金等の自己財源を活

用しながら，保険料率の決定を行うことが可能な仕組みとしている。 

令和２年度の保険料収納必要額に対し，保険料収納実績額を踏まえ自己財源の充当を行った市町は次

のとおりであり，前年度と比べると対象市町は７市町減少し，充当額（差引額）は６割減少している。 
 

対象市町 
Ａ：標準保険料率の算定

に必要な保険料総額 

※県が示す保険料収納必要額 

Ｂ：市町の保険料

収納実績額 

差引額 

（Ｂ－Ａ） 
主な財源対策 

【参考】賦課時点

の自己財源活用見

込額 

1 三原市 2,091,499,848 円 2,038,369,028 円 △ 53,130,820 円 基金取崩・繰越金等 △92,015,163 円 

2 尾道市 3,076,908,251 円 3,023,171,526 円 △ 53,736,725 円 〃 △ 159,390,806 円 

3 三次市 1,077,721,344 円 1,062,773,026 円 △14,948,318 円 〃 △ 94,444,349 円 

4 庄原市 779,402,158 円 777,124,479 円 △2,277,679 円 〃 △ 13,470,776 円 

5 府中町 1,008,245,840 円 996,578,780 円 △11,667,060 円 〃 △ 31,084,192 円 

6 廿日市市 2,786,596,516 円 2,773,541,367 円 △ 13,055,149 円 〃 △ 90,738,097 円 

7 安芸高田市 658,356,509 円 619,976,577 円 △ 38,379,932 円 〃 △ 10,259,593 円 

※市町の保険料収納実績額には，保険料軽減・減免に係る公費等の額を含む。 
 

 

２ 保険料水準の統一に向けた令和３年度各市町の取組状況について 
制度改革後（平成 30年度～）では，国保財政に必要な財源を県で一本化し，算定することから，各市町

が設定する保険料率は，県が示す市町村標準保険料率を参考に決定する仕組みとなった。 

※毎年度の保険料率の決定を「見える化」することで，各市町は，県が示す市町村標準保険料率との差を

説明することとなる。 

 

（１）各市町の料率設定状況（詳細は，別紙―②のとおり） 

 ア 令和３年度の料率決定をみると，総じて，県が示す市町村標準保険料率に比べ，次のような傾向が

見られる。（昨年度と同じ傾向） 

応能応益割合 
○応能〔所得割率〕が高く，応益〔均等割額，平等割額〕が低い。 

※市は応能〔所得割率〕が高いが，町は応益〔均等割額，平等割額〕が高い。 

応益内訳 ○均等割額〔被保険者数割〕が低く，平等割額〔世帯数割〕が高い。 
 
イ 次の市町は，料率据え置きとなっている。 

 【３か年連続据え置き】府中町，坂町 

 【２か年連続据え置き】熊野町，世羅町 

 【１か年据え置き】神石高原町 

 

（２）資産割の廃止時期 

   算定方式の統一（３方式）により，資産割のある 18市町は，平成 30年度から６年間の激変緩和措置

期間内に，計画的に廃止を行う。 
 

廃止時期 経過措置 対象市町 

平成 29年度末で廃止 なし ６市町 
竹原市，尾道市，大竹市， 
熊野町，坂町，安芸高田市 

令和元年度末で廃止 料率の調整により，２年間 １市 廿日市市 
令和２年度末で廃止 料率の調整により，３年間 １市 庄原市 

令和３年度末で廃止 料率の調整により，４年間 １市 三原市 

令和５年度末で廃止 料率の調整により，６年間 ８市町 
三次市，府中町，海田町，江田島市，
安芸太田町，北広島町，大崎上島
町，世羅町 

廃止時期未定 
（令和５年度末までに廃
止） 

料率の調整により，最大６年
間 

１町 神石高原町 

※資産割のない５市（広島市，呉市，福山市，府中市，東広島市） 

 

 



 - 4 - 

（３）基金等の自己財源を充当する見込みの市町一覧 

独自の激変緩和措置のため，あるいは被保険者の減少等により見込まれる保険料収入の減少に対応する

ため，基金等の自己財源を充当する見込みの市町は次のとおりであり，前年度の賦課時点と比べると対象

市町は１市町減少し，充当見込額（差引額）は４割減少している。 
 

対象市町 
Ａ：標準保険料率の算定に

必要な保険料総額 

※県が示す保険料収納必要額 

Ｂ：市町の保険料収

納見込額 

差引額 

（Ｂ－Ａ） 
主な財源対策 

1 竹原市 542,419,656 円 532,659,038 円  △ 9,760,618 円 基金取崩，繰越金等 

2 三原市 1,906,027,694 円 1,869,960,315 円 △ 36,067,379 円   〃 

3 尾道市 2,840,579,623 円 2,665,638,583 円 △ 174,941,040 円   〃 

4 三次市 1,058,358,975 円 983,433,752 円 △ 74,925,223 円   〃 

5 庄原市 749,077,235 円 721,026,480 円 △ 28,050,755 円   〃 

6 大竹市 603,921,772 円 585,284,256 円 △ 18,637,516 円   〃 

7 府中町 972,052,925 円 949,012,060 円 △ 23,040,865 円   〃 

8 世羅町 359,235,676 円 347,232,044 円 △ 12,003,632 円   〃 

※ 市町の保険料収納見込額には，保険料軽減・減免に係る公費等の額を含む。 

 

（４）赤字削減・解消計画策定市町の令和３年度当初予算状況 

 赤字削減・解消計画（県が示す保険料収納必要額を，保険料（税）で確保せず，法定外一般会計繰入

金〔決算補填目的の繰入〕を充当する計画)を策定している市町は，３市町である。 

国保財政を安定的かつ健全な運営を行うには，「法に基づく公費等」と「適正な保険料負担」により財

源を賄うことが必要であり，対象市町において赤字解消計画が定められている。 

令和３年度に決算補填目的の繰入を行わない三次市，大崎上島町については令和２年度までに赤字解

消の報告を行った。なお，広島市については同様に令和３年度に決算補填目的の繰入を行わないことと

しているが，令和 4年度以降継続して赤字が見込まれない状況ではないため，赤字削減・解消計画を継

続することとし，令和５年度末までの継続的な赤字解消を目指す。 

 

対象市町 
赤字解消計画上の 

R3年度限度額 Ａ 

R3年度予算計上額 

Ｂ 

達成状況 

Ａ‐Ｂ 

広島市 467,205千円 0千円 467,205 千円 （達成） 

三次市 55,000千円 0千円 55,000千円 （達成） 

大崎上島町 7,992千円 0千円 7,992千円 （達成） 
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令和２年度国民健康保険事業費特別会計決算状況 

 

○歳出   （単位：千円） 

内    容 最終予算額 決算額 差引額 

国 

民 

健 

康 

保 

険 

運 

営 

費 

普通交付金 
市町に対し療養の給付等に要する費用や

出産育児一時金等の給付費を負担 
190,136,259 187,469,810 ▲2,666,449 

特別交付金 市町の事業実施や財政事情に応じて交付 6,016,070 5,272,834 ▲743,236 

後期高齢者支援

金等 

後期高齢者医療に係る費用の一部を社会

保険診療報酬支払基金に対して拠出 
31,722,808 31,722,808 0 

前期高齢者納付

金等 

医療保険者間の前期高齢者偏在による負

担の不均衡を調整するため，社会保険診

療報酬支払基金に対して拠出 

57,454 57,452 ▲2 

介護納付金 
介護給付費・地域支援事業支援納付金を

社会保険診療報酬支払基金に拠出 
9,869,976 9,869,975 ▲1 

病床転換支援金

等 

病床転換支援金等を社会保険診療報酬支

払基金に拠出 
186 185 ▲1 

特別高額医療費

共同事業事業費

拠出金等 

高額な医療費に係る財政負担を緩和し，

保険料平準化を図るため，国保中央会に

拠出 

263,683 231,610 ▲32,073 

保健事業費 共同保険者として県が保健事業を実施 70,227 68,017 ▲2,210 

基金積立金 国から交付される補助金等を基金に積立 1,029 1,028 ▲1 

諸支出金 
国や支払基金からの公費の精算に伴う償

還金 
2,285,059 2,285,057 ▲2 

繰出金 
前年度高額医療費負担金等の国庫返還に

伴う一般会計への繰出金など 
50,339 50,338 ▲1 

予備費 保険給付費等の上振れへの対応 5,829,939 0 ▲5,829,939 

総務費 運営協議会経費，国保連合会負担金など 6,054 3,210 ▲2,844 

合    計 246,309,083 237,032,324 ▲9,276,759 

 

○歳入 
    

内    容 最終予算額 決算額 差引額 

分担金・負担金 市町から保険料など必要な財源を納付 69,435,322 69,435,322 0 

国庫支出金 保険給付費等に係る国の定率負担金など 65,471,872 70,561,225 5,089,353 

療養給付費等交付金 
退職者医療制度に係る医療保険者間の負

担調整のための交付金 
0 0 0 

前期高齢者交付金 
医療保険者間の前期高齢者偏在による負

担調整のための交付金 
87,473,963 87,473,963 0 

共同事業交付金 
高額な医療費に関する財政負担調整のた

めの交付金 
209,487 223,049 13,562 

財産収入 財政安定化基金運用益 794 794 0 

繰入金 保険給付費等に係る県の定率負担金など 14,361,478 14,119,128 ▲242,350 

前年度繰越金 前年度決算剰余金 9,117,315 9,117,315 0 

諸収入 
精算に伴う特定健診等国，県負担分にお

ける市町返還金など 
238,852 238,852 0 

合    計 246,309,083 251,169,648 4,860,565 

 

○剰余金 
    

剰余金額（歳入決算額－歳出決算額） うち過年度剰余分 うち現年度剰余分 

14,137,324 4,663,840 9,473,484 
 

別紙―① 



令和３年６～７月調査【本算定】

所得割 資産割 均等割 平等割 所得割 資産割 均等割 平等割 所得割 資産割 均等割 平等割 所得割 資産割 均等割 平等割 所得割 資産割 均等割 平等割

(％) (％) (円) (円)
前
比

(％)
前
比

(％)
前
比

(円)
前
比

(円) (％) (％) (円) (円) ポイント ポイント (円) (円) (％) (％) (円) (円) ポイント ポイント (円) (円)

医 7.51 － 25,399 26,837 ↓ 7.09 － － ↓ 23,882 ↓ 24,978 6.76 － 27,853 18,893 △ 0.33 － 3,971 △ 6,085 6.81 － 28,051 19,027 △ 0.28 － 4,169 △ 5,951

後 2.47 － 8,232 8,699 ↑ 2.67 － － ↑ 8,673 ↑ 9,071 2.52 － 10,161 6,892 △ 0.15 － 1,488 △ 2,179 2.55 － 10,276 6,970 △ 0.12 － 1,603 △ 2,101

介 2.16 － 8,796 6,771 ↓ 2.01 － － ↓ 7,855 ↓ 5,992 1.86 － 9,529 4,683 △ 0.15 － 1,674 △ 1,309 1.86 － 9,549 4,693 △ 0.15 － 1,694 △ 1,299

医 7.60 － 24,600 21,480 ↓ 7.40 － － ↑ 25,560 ↓ 20,400 6.68 － 27,505 18,657 △ 0.72 － 1,945 △ 1,743 6.73 － 27,701 18,790 △ 0.67 － 2,141 △ 1,610

後 2.95 － 9,240 8,160 ↓ 2.80 － － ↑ 9,480 ↓ 7,440 2.47 － 9,932 6,737 △ 0.33 － 452 △ 703 2.49 － 10,045 6,814 △ 0.31 － 565 △ 626

介 2.60 － 9,120 5,880 ↓ 2.50 － － ↑ 9,360 ↓ 5,640 1.84 － 9,413 4,627 △ 0.66 － 53 △ 1,013 1.84 － 9,433 4,636 △ 0.66 － 73 △ 1,004

医 7.21 － 28,400 20,200 ↓ 6.74 － － ↓ 26,500 ↓ 18,800 6.74 － 27,765 18,833 0.00 － 1,265 33 6.79 － 27,962 18,967 0.05 － 1,462 167

後 2.47 － 9,900 6,800 ↑ 2.50 － － ↑ 10,000 － 6,800 2.50 － 10,068 6,829 0.00 － 68 29 2.53 － 10,182 6,907 0.03 － 182 107

介 2.06 － 10,600 5,200 ↓ 1.86 － － ↓ 9,500 ↓ 4,600 1.86 － 9,556 4,697 0.00 － 56 97 1.87 － 9,576 4,707 0.01 － 76 107

医 7.11 4.00 26,580 19,872 ↓ 6.66 ↓ 2.00 － 26,580 ↓ 18,612 6.66 － 27,439 18,612 859 0 6.71 － 27,634 18,744 1,054 132

後 2.31 － 9,270 6,459 － 2.31 － － － 9,270 － 6,459 2.47 － 9,954 6,752 684 293 2.50 － 10,067 6,829 797 370

介 1.91 － 9,904 4,544 ↓ 1.81 － － ↓ 9,280 － 4,544 1.81 － 9,280 4,561 0 17 1.81 － 9,300 4,571 20 27

医 7.28 － 23,040 20,320 ↓ 5.76 － － ↓ 22,980 ↓ 18,480 6.63 － 27,321 18,532 0.87 － 4,341 52 6.68 － 27,515 18,664 0.92 － 4,535 184

後 2.35 － 9,240 6,560 ↑ 2.46 － － ↑ 9,900 ↑ 6,720 2.46 － 9,896 6,713 0.00 － △ 4 △ 7 2.49 － 10,009 6,789 0.03 － 109 69

介 1.99 － 9,840 4,770 ↓ 1.80 － － ↓ 9,240 ↓ 4,560 1.80 － 9,244 4,543 0.00 － 4 △ 17 1.81 － 9,263 4,553 0.01 － 23 △ 7

医 8.66 － 24,960 19,200 － 8.66 － － － 24,960 － 19,200 6.79 － 27,980 18,979 △ 1.87 － 3,020 △ 221 6.84 － 28,179 19,114 △ 1.82 － 3,219 △ 86

後 2.32 － 7,080 5,280 － 2.32 － － － 7,080 － 5,280 2.56 － 10,326 7,004 0.24 － 3,246 1,724 2.59 － 10,443 7,084 0.27 － 3,363 1,804

介 2.50 － 8,280 4,800 ↓ 2.23 － － － 8,280 － 4,800 1.87 － 9,595 4,716 △ 0.36 － 1,315 △ 84 1.88 － 9,615 4,726 △ 0.35 － 1,335 △ 74

医 7.55 － 26,880 19,740 ↓ 7.25 － － － 26,880 ↓ 19,363 6.62 － 27,243 18,479 △ 0.63 － 363 △ 884 6.66 － 27,437 18,611 △ 0.59 － 557 △ 752

後 2.57 － 8,940 6,420 ↓ 2.54 － － － 8,940 － 6,420 2.45 － 9,855 6,684 △ 0.09 － 915 264 2.47 － 9,966 6,760 △ 0.07 － 1,026 340

介 2.43 － 10,140 4,980 ↓ 2.22 － － ↓ 9,847 ↓ 4,837 1.80 － 9,241 4,542 △ 0.42 － △ 606 △ 295 1.81 － 9,260 4,551 △ 0.41 － △ 587 △ 286

令和３年度各市町の料率設定と県が示す市町村標準保険料率及び準統一保険料率に向けた各市町の調整状況

令和２年度　（Ａ）
令和３年度

〔各市町が設定した保険料率〕
（Ｂ）

令和３年度
〔県が示す市町村標準保険料率〕

（Ｃ）
差　引　（Ｃ）－（Ｂ）

統一保険料率ベース
（準統一の保険料率）

（Ｄ）
差　引　（Ｄ）－（Ｂ）

所得割 資産割 均等割 平等割

広 島 市

呉 市

竹 原 市

三 原 市
【資産割】
経過措置
（４年）

【資産割】
経過措置
（４年）

尾 道 市

福 山 市

府 中 市

別紙―②
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所得割 資産割 均等割 平等割 所得割 資産割 均等割 平等割 所得割 資産割 均等割 平等割 所得割 資産割 均等割 平等割 所得割 資産割 均等割 平等割

(％) (％) (円) (円)
前
比

(％)
前
比

(％)
前
比

(円)
前
比

(円) (％) (％) (円) (円) ポイント ポイント (円) (円) (％) (％) (円) (円) ポイント ポイント (円) (円)

令和２年度　（Ａ）
令和３年度

〔各市町が設定した保険料率〕
（Ｂ）

令和３年度
〔県が示す市町村標準保険料率〕

（Ｃ）
差　引　（Ｃ）－（Ｂ）

統一保険料率ベース
（準統一の保険料率）

（Ｄ）
差　引　（Ｄ）－（Ｂ）

所得割 資産割 均等割 平等割

医 7.56 7.86 26,700 19,500 ↓ 7.34 ↓ 5.89 ↑ 26,900 ↓ 19,200 6.64 － 27,336 18,542 436 △ 658 6.69 － 27,530 18,674 630 △ 526

後 1.41 1.43 5,700 3,600 ↑ 1.68 ↓ 1.07 ↑ 6,800 ↑ 4,400 2.49 － 10,009 6,789 3,209 2,389 2.51 － 10,122 6,866 3,322 2,466

介 1.72 3.22 8,400 4,800 ↑ 1.75 ↓ 2.41 ↑ 8,600 ↓ 4,700 1.86 － 9,542 4,690 942 △ 10 1.87 － 9,562 4,700 962 0

医 7.00 7.08 27,500 19,100 ↓ 6.66 － － ↓ 25,800 ↓ 17,800 6.62 － 27,264 18,494 △ 0.04 － 1,464 694 6.67 － 27,458 18,625 0.01 － 1,658 825

後 2.22 2.24 8,700 6,000 ↑ 2.47 － － ↑ 9,400 ↑ 6,500 2.46 － 9,917 6,727 △ 0.01 － 517 227 2.49 － 10,029 6,803 0.02 － 629 303

介 1.92 3.15 9,700 4,800 ↓ 1.73 － － ↓ 8,600 ↓ 4,200 1.81 － 9,262 4,552 0.08 － 662 352 1.81 － 9,281 4,562 0.08 － 681 362

医 7.08 － 26,780 22,048 ↓ 6.70 － － ↓ 26,500 ↓ 19,853 6.74 － 27,741 18,817 0.04 － 1,241 △ 1,036 6.78 － 27,938 18,951 0.08 － 1,438 △ 902

後 2.42 － 9,049 7,450 ↑ 2.48 － － ↑ 9,642 ↓ 7,224 2.50 － 10,074 6,833 0.02 － 432 △ 391 2.53 － 10,188 6,911 0.05 － 546 △ 313

介 2.12 － 9,491 5,551 ↓ 1.85 － － ↓ 8,591 ↓ 4,590 1.86 － 9,536 4,687 0.01 － 945 97 1.86 － 9,556 4,697 0.01 － 965 107

医 6.00 10.67 25,900 22,200 － 6.00 － 10.67 － 25,900 － 22,200 6.62 － 27,242 18,479 1,342 △ 3,721 6.66 － 27,436 18,610 1,536 △ 3,590

後 1.96 2.67 9,000 6,800 － 1.96 － 2.67 － 9,000 － 6,800 2.45 － 9,868 6,694 868 △ 106 2.48 － 9,980 6,770 980 △ 30

介 2.18 2.73 11,000 6,000 － 2.18 － 2.73 － 11,000 － 6,000 1.80 － 9,238 4,541 △ 1,762 △ 1,459 1.81 － 9,257 4,550 △ 1,743 △ 1,450

医 6.04 8.10 26,100 18,500 － 6.04 ↓ 5.43 ↓ 26,000 ↓ 17,700 6.29 － 25,921 17,583 △ 79 △ 117 6.72 － 27,682 18,777 1,682 1,077

後 1.95 2.75 8,500 5,900 ↑ 2.22 ↓ 2.18 ↑ 9,500 ↑ 6,500 2.37 － 9,532 6,465 32 △ 35 2.51 － 10,099 6,850 599 350

介 2.02 3.88 10,700 5,300 ↓ 1.76 ↓ 2.38 ↓ 9,400 ↓ 4,600 1.83 － 9,383 4,612 △ 17 12 1.83 － 9,402 4,621 2 21

医 6.70 － 30,100 22,200 － 6.70 － － － 30,100 － 22,200 6.62 － 27,245 18,481 △ 0.08 － △ 2,855 △ 3,719 6.66 － 27,439 18,612 △ 0.04 － △ 2,661 △ 3,588

後 1.99 － 9,000 6,600 － 1.99 － － － 9,000 － 6,600 2.47 － 9,945 6,745 0.48 － 945 145 2.50 － 10,057 6,822 0.51 － 1,057 222

介 1.85 － 10,000 6,800 － 1.85 － － － 10,000 － 6,800 1.81 － 9,280 4,561 △ 0.04 － △ 720 △ 2,239 1.81 － 9,299 4,571 △ 0.04 － △ 701 △ 2,229

医 7.33 － 27,850 22,560 － 7.33 － － － 27,850 － 22,560 6.61 － 27,237 18,475 △ 0.72 － △ 613 △ 4,085 6.66 － 27,430 18,606 △ 0.67 － △ 420 △ 3,954

後 2.36 － 8,970 7,270 － 2.36 － － － 8,970 － 7,270 2.46 － 9,899 6,714 0.10 － 929 △ 556 2.49 － 10,011 6,791 0.13 － 1,041 △ 479

介 1.91 － 9,370 4,980 － 1.91 － － － 9,370 － 4,980 1.82 － 9,313 4,578 △ 0.09 － △ 57 △ 402 1.82 － 9,333 4,587 △ 0.09 － △ 37 △ 393

医 7.38 14.00 28,200 20,600 － 7.38 ↓ 11.00 － 28,200 － 20,600 6.75 － 27,791 18,851 △ 409 △ 1,749 6.80 － 27,988 18,985 △ 212 △ 1,615

後 2.49 4.00 10,000 6,900 － 2.49 ↓ 3.00 － 10,000 － 6,900 2.51 － 10,127 6,869 127 △ 31 2.54 － 10,242 6,947 242 47

介 2.23 1.00 10,000 5,100 － 2.23 － 1.00 － 10,000 － 5,100 1.86 － 9,518 4,678 △ 482 △ 422 1.86 － 9,538 4,688 △ 462 △ 412

三 次 市
【資産割】

令和５年度末ま
でに廃止予定

【資産割】
令和５年度末ま
でに廃止予定

江 田 島 市
【資産割】

令和５年度末ま
でに廃止予定

【資産割】
令和５年度末ま
でに廃止予定

庄 原 市

大 竹 市

府 中 町
【資産割】

令和５年度末ま
でに廃止予定

【資産割】
令和５年度末ま
でに廃止予定

海 田 町
【資産割】

令和５年度末ま
でに廃止予定

【資産割】
令和５年度末ま
でに廃止予定

熊 野 町

坂 町
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所得割 資産割 均等割 平等割 所得割 資産割 均等割 平等割 所得割 資産割 均等割 平等割 所得割 資産割 均等割 平等割 所得割 資産割 均等割 平等割

(％) (％) (円) (円)
前
比

(％)
前
比

(％)
前
比

(円)
前
比

(円) (％) (％) (円) (円) ポイント ポイント (円) (円) (％) (％) (円) (円) ポイント ポイント (円) (円)

令和２年度　（Ａ）
令和３年度

〔各市町が設定した保険料率〕
（Ｂ）

令和３年度
〔県が示す市町村標準保険料率〕

（Ｃ）
差　引　（Ｃ）－（Ｂ）

統一保険料率ベース
（準統一の保険料率）

（Ｄ）
差　引　（Ｄ）－（Ｂ）

所得割 資産割 均等割 平等割

医 6.70 － 28,600 23,300 － 6.70 － － － 28,600 － 23,300 6.67 － 27,457 18,624 △ 0.03 － △ 1,143 △ 4,676 6.71 － 27,652 18,757 0.01 － △ 948 △ 4,543

後 2.20 － 8,300 6,400 ↑ 2.50 － － ↑ 9,700 － 6,400 2.48 － 9,995 6,780 △ 0.02 － 295 380 2.51 － 10,108 6,857 0.01 － 408 457

介 1.90 － 9,400 5,300 － 1.90 － － － 9,400 － 5,300 1.84 － 9,419 4,629 △ 0.06 － 19 △ 671 1.84 － 9,439 4,639 △ 0.06 － 39 △ 661

医 6.60 15.00 24,500 17,000 － 6.60 ↓ 11.00 ↑ 24,800 ↑ 17,300 6.73 － 27,732 18,811 2,932 1,511 6.79 － 27,956 18,963 3,156 1,663

後 2.25 5.00 8,500 7,000 － 2.25 － 5.00 ↑ 8,600 ↑ 7,100 2.49 － 10,041 6,811 1,441 △ 289 2.52 － 10,155 6,888 1,555 △ 212

介 1.40 － 7,200 3,300 ↑ 1.45 － － ↑ 7,800 ↑ 3,600 1.84 － 9,432 4,636 1,632 1,036 1.89 － 9,694 4,765 1,894 1,165

医 6.20 9.00 26,100 22,500 ↑ 6.55 ↓ 7.00 ↑ 26,600 ↓ 20,000 6.64 － 27,327 18,536 727 △ 1,464 6.68 － 27,521 18,668 921 △ 1,332

後 1.80 2.50 8,000 6,500 ↑ 2.40 － 2.50 ↑ 9,000 ↑ 7,700 2.44 － 9,839 6,674 839 △ 1,026 2.51 － 10,101 6,852 1,101 △ 848

介 1.55 3.00 9,500 5,200 ↑ 1.70 ↓ 2.00 － 9,500 ↓ 4,500 1.80 － 9,218 4,531 △ 282 31 1.81 － 9,285 4,563 △ 215 63

医 6.90 － 27,800 19,000 ↓ 6.70 － － ↓ 27,600 ↓ 18,700 6.62 － 27,271 18,498 △ 0.08 － △ 329 △ 202 6.67 － 27,464 18,629 △ 0.03 － △ 136 △ 71

後 2.20 － 9,200 6,400 － 2.20 － － － 9,200 － 6,400 2.46 － 9,923 6,731 0.26 － 723 331 2.49 － 10,036 6,808 0.29 － 836 408

介 1.80 － 8,800 4,300 ↑ 1.90 － － ↑ 9,500 ↑ 4,600 1.84 － 9,404 4,622 △ 0.06 － △ 96 22 1.84 － 9,424 4,632 △ 0.06 － △ 76 32

医 7.03 － 28,589 19,788 ↓ 6.79 － － ↓ 27,950 ↑ 18,959 6.79 － 27,950 18,959 0.00 － 0 0 6.84 － 28,149 19,094 0.05 － 199 135

後 2.49 － 10,045 6,883 ↑ 2.51 － － ↑ 10,124 ↑ 6,868 2.51 － 10,124 6,868 0.00 － 0 0 2.54 － 10,239 6,946 0.03 － 115 78

介 2.07 － 10,713 5,296 ↓ 1.86 － － ↓ 9,522 ↑ 4,680 1.86 － 9,522 4,680 0.00 － 0 0 1.86 － 9,542 4,690 0.00 － 20 10

医 6.90 16.60 25,500 17,400 ↓ 6.70 ↓ 8.30 ↓ 25,300 ↓ 17,100 6.69 － 27,569 18,701 2,269 1,601 6.74 － 27,765 18,834 2,465 1,734

後 2.40 5.80 8,800 6,000 － 2.40 ↓ 3.00 ↑ 9,000 ↑ 6,100 2.48 － 9,974 6,765 974 665 2.50 － 10,087 6,842 1,087 742

介 2.00 7.70 9,700 4,900 － 2.00 ↓ 4.30 ↑ 10,200 ↑ 5,100 1.85 － 9,457 4,648 △ 743 △ 452 1.85 － 9,477 4,658 △ 723 △ 442

医 6.79 6.66 24,700 17,330 － 6.79 － 6.66 － 24,700 － 17,330 6.61 － 27,219 18,463 2,519 1,133 6.66 － 27,412 18,594 2,712 1,264

後 2.48 2.00 9,250 6,450 － 2.48 － 2.00 － 9,250 － 6,450 2.44 － 9,846 6,678 596 228 2.47 － 9,957 6,754 707 304

介 2.30 2.00 9,740 4,870 － 2.30 － 2.00 － 9,740 － 4,870 1.82 － 9,351 4,596 △ 389 △ 274 1.83 － 9,371 4,606 △ 369 △ 264

医 5.80 5.00 23,000 16,300 － 5.80 － 5.00 － 23,000 － 16,300 6.00 － 24,723 16,770 1,723 470 6.66 － 27,438 18,612 4,438 2,312

後 1.65 1.50 6,000 4,800 － 1.65 － 1.50 － 6,000 － 4,800 1.88 － 7,559 5,127 1,559 327 2.49 － 10,011 6,790 4,011 1,990

介 1.80 3.50 8,200 5,600 － 1.80 － 3.50 － 8,200 － 5,600 1.76 － 9,036 4,441 836 △ 1,159 1.86 － 9,517 4,678 1,317 △ 922

大崎上島町
【資産割】

令和５年度末ま
でに廃止予定

【資産割】
令和５年度末ま
でに廃止予定

廿 日 市 市

安芸太田町
【資産割】

令和５年度末ま
でに廃止予定

【資産割】
令和５年度末ま
でに廃止予定

北 広 島 町
【資産割】

令和５年度末ま
でに廃止予定

【資産割】
令和５年度末ま
でに廃止予定

安芸高田市

東 広 島 市

世 羅 町
【資産割】

令和５年度末ま
でに廃止予定

【資産割】
令和５年度末ま
でに廃止予定

神石高原町
【資産割】
廃止時期
調整中

【資産割】
廃止時期
調整中
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